
1 

 

西国分寺駅北口駅前エリアの意見概要 

 令和４年８月４日（木）と６日（土）に，第１回 西国分寺駅北口駅前エリア

の整備の実現化に向けた意見交換会を開催しました。 

  

 

→事業実施までの期間は，合意形成や事業手法や事業範囲にもよるため，現時点では

明言は難しい。 

→コンビニエンスストア付近の高架下をイメージしている。また，西側の範囲は明確

なラインは決まってないが，資料 23 ページで示している赤く着色したあたりで，明

確に決まっていないため，今後の話し合いによると考えている。 

→資料で示した色と用途地域はリンクしていない。また，高度利用街区の立ち退きに

ついては，事業手法によって変わっていくため現時点で明確に回答できない。 

→明確な位置は決まっていない。緑着色の全体に建物が建つという訳ではないが，緑

の部分に建物が建つイメージである。 

→土地・建物の所有権をお持ちの方に懇談会の参加案内を送付している。ＪＲに関し

ても意向確認等協議は行っていく。また，資料の図等については整備エリアを明確

にできるよう，いただいたご意見を踏まえ懇談会を開催していきたい。 
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→防災に関しては，緊急車両のアクセスなど必ず必要になってくるため，今後具体的

にエリアが定まってくる中で検討内容に含め決めていきたい。 

→どの程度のエリア（範囲）になるのか及び合意形成によって変わってくる。国交省

の資料によると第一種市街地再開発事業では，都市計画決定が行われてから約 8年

程度と示している。現時点では都市計画決定はまだなされていないため，これから

地権者の皆さんと，どの程度の範囲で具体的な事業や用途地域などを検討し，合意

形成が図れて初めて都市計画決定という形になる。 

→まちづくり計画では，コンセプトとして暮らしやすい魅力的な住宅都市というのが

位置づけられているため，今回の駅前整備についても計画に基づき検討していく。 

→事業手法によるが，街区の中で権利をお持ちのまま残る事業手法もあれば，補償と

いう形で違う場所に移ることもあり得る。現段階では，事業のエリアや事業手法が

具体化していないことから，明確な回答は難しい。話し合いが進み，徐々に具体に

なったところで，その都度丁寧に対応する。 
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→必ず建てることではなく，事業手法や具体の整備が確定していないため，一概に絶

対にそこに建物を建てることが決定しているわけではない。 

→高度利用街区に固執しているわけではない。本日はそのようなご意見をいただけれ

ばと考えている。 

→今回の案は，まちづくり計画でイメージをしているものをケースとして挙げている

ため，これが絶対というわけではない。影響の少ないケースを挙げるべきであると

いう意見をいただいたので，今後は検討していく。 

→ケース１は，コンビニエンスストア付近の武蔵野線高架下の道路をメイン動線のよ

うな形で示しているが，防災の観点から北側などの検討を含め，今後検討していく。 

→今回ケーススタディの概要と結果だけを示しているため，実際にまちづくり計画か

らケースに至った部分など，補足できるような資料を示していく方向で考える。高

度利用街区の中で 14 階が突然出てきているが，ケーススタディの中で，駅前エリア

のスペースで現在の規制を組み合わせて建てられるとしたら 14 階ぐらいが最高限

度というところを目安で示したところである。次回以降，技術的検討も踏まえた上

で資料を示して具体化していく上でご意見をお伺いさせていただく。 

→技術的な検討を要するため，すぐに示すことは難しいが，高度利用街区は要らない，

なるべくミニマムなケースの検討を求めるご意見はいただいているため，検討する

方向で進められたらと思っている。 

 

 


